
江東区中小企業融資のご案内
令和６年度

江東区の融資制度

信用保証協会とは

中小企業者とは

江東区では、区内の中小企業者の方が事業資金を必要とするとき、低金利で借入れができるよう、金融機関
と東京信用保証協会の協力を得ながら、融資のあっせんをしています。この制度は、区が直接融資するので
はなく、取扱金融機関が区の定める条件の範囲内で融資を行うものです。その際、区では一定の条件で利子・
信用保証料を補助しています。なお、平成19年10月から金融機関と保証協会が責任を共有する「責任共有制度」
が導入され、原則として金融機関が信用リスクの一部を負担することになりました。

中小企業者の方が金融機関から事業資金を借入れる場合、その信用を保証することにより借入れを容易にし、
事業の健全な発展を支援することを目的とした公的機関です。

個人の場合は従業員のみ、法人の場合は資本金または従業員のいずれかが下記の要件に該当していること。
従業員数に家族従業員（個人の場合）、臨時従業員、会社の役員は含みません。

地域振興部経済課融資相談係（江東区役所4階28番窓口）

〒135−8383　東京都江東区東陽4−11−28
TEL. （03）3647-2331（直通）
FAX. （03） 3647-8442

江東区ＨＰ（ホームページ）

江東区

お問い合わせ先

※ソフトウエア業、情報処理サービス業、旅行業は、資本金３億円以下または従業員300人以下。

江東区　融資

江東区中小企業融資　お申込み方法 郵送又は窓口でのお申込みとなります。
（金融機関からの代行申請も受付中）

製造業等 卸売業 小売業 サービス業※

運送業・建設業・
不動産業等を含む
資本金3億円以下

または
従業員300人以下

資本金
1億円以下
または

従業員100人以下

資本金
5,000万円以下

または
従業員50人以下

資本金
5,000万円以下

または
従業員100人以下

みずほ銀行 徳島大正銀行
亀 戸 支店

各支店へのご相談はエンゲージメ
ントオフィスへご連絡ください。

　千代田区神田錦町２－１１
　三洋安田ビル

エンゲージメント
オフィス

６６３１－９５４２

亀 戸 支店 亀戸２－２６－１０ ５８７５－５５８８
錦 糸 町 支店 東京ベイ信用金庫
深 川 支店 城 東 営業部 大島４－７－１ ３６８５－２３１１
豊 洲 支店 砂 町 支店 大島４－７－１ ３６３８－８０３０
東 陽 町 支店 大 島 支店 大島７－２２－１６ ３６８１－６１２６
築 地 支店 豊 洲 支店 豊洲４－１－２３ ３５３１－９６２１
三菱ＵＦＪ銀行 朝日信用金庫
錦 糸 町 支店 墨田区江東橋４－１１－１ ３６３４－２４７１ 押 上 支店 墨田区業平３－５－８ ３６２４－８２４１
深 川 支店 門前仲町２－５－１ ３６４１－８３０１ 立 川 支店 墨田区立川１－４－１０ ３６３４－１２１１
門前仲町 支店 門前仲町２－５－１ ３６４１－５１４１ 猿 江 支店 猿江１－１８－２ ３８４６－７８８１
亀 戸 支店 墨田区江東橋４－１１－１ ３６３４－２４９１ 興産信用金庫
木場深川 支店 東陽４－２－１４ ３６４９－５１１１ 人 形 町 支店 中央区日本橋人形町２－１４－１４ ３６６８－５９５１
築 地 支店 中央区銀座８－９－１ ３５７３－４０８４ 東京シティ信用金庫
月 島 支店 中央区勝どき２－９－１５ ３５３１－０２１１ 深 川 支店 扇橋３－１４－６ ３６４４－６１５５
三井住友銀行 砂 町 支店 東砂８－５－３ ５６３２－１６６１
砂 町 支店

各支店へのご相談は錦糸町法人エ
リアへご連絡ください。

　墨田区江東橋４－１９－４－４F

錦糸町法人エリア

3635－0202

菊 川 支店 墨田区菊川３－１６－１７ ３６３３－１２１７
亀 戸 支店 芝信用金庫
錦 糸 町 支店 日 本 橋 支店 中央区日本橋堀留町１－２－１３ 5652－1141
深 川 支店 東京東信用金庫
銀 座 支店 亀 戸 支店 亀戸５－１４－２ ３６８３－２１６１
新 橋 支店 本 所 支店 墨田区石原４－１８－５ ３６２３－７１１１
築 地 支店 大 島 支店 大島５－３４－１７ ３６３８－８８７１
京 橋 支店 深 川 支店 木場２－１９－１５ ３６４１－９１７６
りそな銀行 錦 糸 町 支店 墨田区太平３－３－８ ３６２２－２１３１
本 所 支店 墨田区江東橋２－１２－８ 3632－1211 住 吉 支店 住吉１－１５－１４ ３６３３－５５５１
亀 戸 支店 亀戸２－２７－７ ３６８３－５５１１ 江東中央 支店 北砂４－７－４１ ３６４５－９２１１
錦 糸 町 支店 墨田区江東橋２－１２－８ ３６３２－１２１１ 深 川 北 支店 三好３－１１－１１ ３６３０－１３１１
群馬銀行 東 砂 支店 東砂４－１７－１３ ３６４６－３６１１
葛 西 支店 江戸川区西葛西５－２－３ ３６８６－３０３３ 森下駅前 支店 森下２－１－３ ３６３１－３１７１
常陽銀行 東栄信用金庫
江 東 支店 台東区東上野３－１８－４ ６８０３－０２２３ 亀 戸 支店 亀戸３－４６－１７ ３６８４－１１１１
千葉銀行 小松川信用金庫
錦 糸 町 支店 墨田区江東橋２－１３－７ ３６３３－７０１１ 亀 戸 支店 亀戸５－４４－７ ３６８２－００３１
深 川 支店 富岡２－１－９ ５６３９－２４５１ 城北信用金庫
千葉興業銀行 豊 洲 支店 豊洲６－３－５ ３５３３－７０１１
西 葛 西 支店 江戸川区西葛西６－１０－６ ６８０８－６４１６ 深 川 支店 門前仲町１－１３－９ ３６４１－７１５１
きらぼし銀行 商工組合中央金庫
深 川 支店 門前仲町２－５－９　深川三和ビル６階 ５６２０－０８１０ 新 木 場 支店 新木場１－１８－６ ５５６９－１７１１城 東 支店 大島３－１－１４ ３６８１－４１４１ （新木場営業所）
錦 糸 町 支店 墨田区錦糸１－５－１４　３階 ５６１０－９１０７ 深 川 支店 木場５－１１－１７ ３６４２－７１３１
東 陽 町 支店 門前仲町２－５－９　深川三和ビル６階 ５６２０－０８１３ 文化産業信用組合
山口銀行 本 店 千代田区神田神保町１－１０１ ３２９２－8281
豊 洲 支店 豊洲３－２－２０　豊洲フロント２Ｆ ５５３４－９０８１ 江東信用組合
東和銀行 本 店 住吉２－６－８ ３６３１－８１８７
深 川 支店 扇橋１－１２－１５ ３６４４－５１０１ 洲 崎 支店 東陽３－１９－９ ３６４７－１７５１
南 砂 支店 南砂６－２－２　文福ビル１階 ３６４６－４６４１ 森 下 支店 森下２－２３－２ ３６３４－３９２１
京葉銀行 豊 洲 支店 豊洲６－６－１ー３１８ ６６３３－０３５１
東 陽 町 支店 東陽２－２－２０ ６４５８－７７８０ 大東京信用組合
東日本銀行 亀 戸 支店 亀戸１－２７－９ ３６８５－３３５１
深 川 支店 千田６－１２ ３６４４－０１２１ 押 上 支店 墨田区業平４－１－２ ３６２５－５００１
立 花 支店 江戸川区平井４－１１－４ ３６８２－６６６１ 第一勧業信用組合
月 島 支店 中央区日本橋茅場町１－８－１　茅場町一丁目平和ビル４階 ３８０８－８６６６ 千 田 町 支店 千田５－９ ３６１５－６３８１
平 井 支店 江戸川区平井４－１１－４ ３６８２－６６６１ 東 銀 座 支店 中央区銀座６－１４－８ ３５４３－６９２１
小 松 川 支店 江戸川区平井４－１１－４ ３６８２－６６６１

※融資ご希望の場合は、事前に金融機関へ相談する
　ことをおすすめします。
※最新の情報は区ホームページをご確認ください。

江東区ＨＰ（ホームページ）

江東区中小企業融資取扱金融機関一覧
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融資申込資格（創業支援資金　創業前～創業後１年未満を除く）

申込から融資まで（各融資資金共通 )

融資申込の条件について 連帯保証人及び担保

融資の審査結果について

利子の補助

返済方法

信用保証

申込金額及び限度額

信用保証料の補助

資金使途

上記の他に各融資資金においてそれぞれ申込条件があります。詳細は、４～７頁をご覧ください。

申込から融資までの流れ

融資実行後の流れ 融資申込時の注意事項

各融資資金共通の注意事項

以下の条件を全て満たしている中小企業者（対象範囲
は、表紙を参照）の方にご利用いただけます。
❶区内に住所又は主たる事業所がある中小企業者の方。

個人 区内に住所又は主たる事業所があること。
法人 区内に本店所在地（登記地）があること。

❷区内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
❸所得税（法人は法人税）の申告をし、完納していること。
❹申し込みの日において納期の到来している特別区民税・

都民税（法人は法人都民税）を完納していること。
❺東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
　（許認可の必要な業種を営んでいる方については、その

許認可を受けていること）
❻信用保証料補助金の返還金が生じた場合、区に返還済

みであること。

連帯保証人は次の基準によって必要な場合があります。
法人  ： 必要となる場合があります。
個人  ： 連帯保証人は原則として不要ですが、

　　　　　　保証協会が求めるときに必要となります。
担保は原則として不要ですが、場合により求められる

ことがあります。

取扱金融機関及び信用保証協会の審査により、申込内容
のとおり融資が実行されない場合（否決・減額）があります。

〇当該年度に支払った利子について、各融資資金の補助
率に基づいた利子補助金を翌年度の５月に一括して交
付します。（令和６年度支払い利子の補助→令和７年５
月に交付）

　なお、当該年度の１月以降に融資を受けた場合は、第
１回目の補助は翌々年度の５月になります。

〇利子の補助は、借受金融機関の口座へ振込みます。 融
資返済終了後も区の利子補助金の振込みまでは、口座
を解約しないようにご注意ください。

〇次の①～⑤に該当する場合、区の利子補助を停止します。
①繰上償還をしたとき。　
②当初約定の返済期限を超えたとき。　
③代位弁済を受けたとき。
④創業支援資金融資を受けた後、本店、主たる事業所

が江東区外へ移転したとき。
⑤その他区長が必要と認めたとき。

返済方法は、元金均等月賦償還（返済回数2回以上）で
す。なお、繰上償還は可能です。

江東区中小企業融資をご利用いただく場合は信用保証
協会の保証が必要です。

信用保証協会とは、中小企業者が金融機関から融資を
受ける際にその債務を保証し、利用者の信用を補完する
機関で、信用保証協会法に基づく公的機関です。取扱
金融機関は融資を行う際、信用保証協会へ保証依頼をし、
信用保証協会は保証の可否を審査します。保証を受けら
れたものは、金融機関より融資を受けることができます。
その際、信用保証協会の定めによる信用保証料がかかり
ます。

同一融資資金を再度申し込む場合、申し込みをする資金
の限度額から、融資残高を差し引いた額が申込可能額です。

〇信用保証料補助がある融資資金については、信用保証
協会へ支払った信用保証料を、区が補助します。

〇融資実行後、金融機関から区に融資報告があってから、
約1 〜 2か月後に、借受金融機関の口座に信用保証料補
助金を振込みます。
※  コロナ融資限定借換資金は信用保証協会より返戻さ

れる保証料を差し引いた分を補助します。信用保
証協会から区への報告後に事務処理を行いますの
で、他の融資資金より交付まで時間を要します。

〇区が信用保証料の補助をしている融資を繰上償還し、
信用保証料の一部が信用保証協会から返戻された場合、
信用保証料補助金の過払い金額を区へ返還していただ
きます。
※　上記の信用保証料補助金の返還は、令和２年度以

前に申込みがあった融資資金は対象外です。

事業のための資金に限ります。生活資金や納税資金は
融資対象となりません。借入金返済のための資金は借換
資金、コロナ融資限定借換資金及び小規模企業特別資金

（小口）借換資金のみ融資対象となります。
ただし、返済対象融資は区の制度融資に限りますので、

ご注意ください。また、事業資金は運転資金と設備資金
に区分されますので、資金使途に該当する資金をお申し
込みください。

❶申込書と必要な書類をそろえて区に提出します。
　提出方法：窓口に持参、郵送、金融機関からの代理申

請
❷区は資格要件等書類を審査し、紹介書を交付（申込か

ら５日程度）します。
❸金融機関へ紹介書等の融資申込書類を提出します。
❹金融機関は審査の上で、保証協会へ保証依頼します。
❺保証協会は審査の上で、保証を決定した場合、保証書

を金融機関へ送付します。
❻申込者と金融機関が融資に関する契約を締結します。

●金融機関は融資結果について区へ報告します。
●上記報告後、各融資資金の補助条件に基づき、区から

信用保証料、利子補助金の交付がされます。
補助金の交付に必要な手続きは、申込者から委任を受
けた金融機関が行います。補助金の交付時期等につい
ての詳細は３頁をご覧ください。

●事前に金融機関と相談することを推奨しております。
●通常、融資を受けるまで4 ～ 5週間程度かかります。

※新規申込や事業承継支援資金、創業支援資金等につ
いては、通常より審査に時間がかかります。

●郵送の場合は返信用レターパックを同封してください。
●金融機関及び保証協会の審査の結果、融資が受けられ

ない場合があります。

【個人事業主の住所条件】
申請者住所 主たる事業所 融資対象

区内 区内 ○
区内 区外 △※

区外 区内 ○
区外 区外 ×

※住所が区内で主たる事業所が区外の個人事業主の場合は、区内で事業を営
んでいる資料の提出等を求める場合があります。

【法人の住所条件】
本店所在地（登記地） 融資対象

区内 ○
区外 ×

【信用保証対象外の業種の例】
飲食業のうち一部の風俗関連業、一部の娯楽遊戯業、金融・
保険業（保険媒介代理業、保険サービス業を除く）、農業、林業、
漁業、水産養殖業等

全融資資金共通（創業含む）申込ができない事例
全融資資金共通で次
の事項に該当する場
合は、江東区中小企
業融資のお申込みは
できません。

●金融機関から取引停止処分を受けている
場合。　

●保証協会の代位弁済を受けている場合。　
●江東区暴力団排除条例に規定する暴力団

員、暴力団関係者である場合。

!

申込者

江東区

金融機関

東京信用
保証協会

❶ ❹

❸

❷  ❺  
❻

運転資金 設備資金
商品・材料仕入
リース代支払
外注費支払
不動産賃借料・礼金
従業員給料支払
買掛金決済
支払手形決済

機械購入
車両運搬具購入
什器備品購入
不動産賃貸の敷金・保証金
店舗増改築費用
※代金支払済のものは対象外
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※年度の途中で利率が変更になる場合があります。 令和６年４月現在の融資条件です。

【一般資金】
融資資金名

資金
使途 融資金額 利率（年） 本人負担

（利子補助）
返済期間
（据置）

信用保証料
補助 申込資格とその他の条件

運 転 資 金 運 転 2,000万円以内 1.9％ 1.1％
（0.8％利子補助）

6年以内
（6か月を含む）

補助なし

 本リーフレット2頁「融資申込資格」にあてはまる方。短 期 運 転 資 金 運 転 300万円以内 1.6％ 0.7％
（0.9％利子補助）

1年以内
（2か月を含む）

設 備 資 金 設 備 2,000万円以内 2.1％ 1.3％
（0.8％利子補助）

9年以内
（6か月を含む）

借 換 資 金 借 換 2,000万円以内 2.1％ 1.4％
（0.7％利子補助）

9年以内
（据置なし）

 本リーフレット2頁「融資申込資格」にあてはまり、かつ以下の条件を全て満たし、区の制度融資を借り換える方。
　※東京都制度融資等、江東区以外の融資の借換は不可
●借換対象融資は1つ以上の区融資（資金名の別を問わない）であること。ただし、当借換資金と小規模企業特別資金（小口）借換資金、

コロナ融資限定借換資金は借換対象融資としません。
●別の金融機関で借り換える場合、借換対象融資の金融機関の同意を得ていること。
●申し込みの際、追加で運転資金（上限500万円）を含めることができます。

【小規模企業特別資金】
融資資金名

資金
使途 融資金額 利率（年） 本人負担

（利子補助）
返済期間
（据置）

信用保証料
補助 申込資格とその他の条件

小規模企業特別資金
（ 小 特 ） 一 般

運 転

（合計）

2,000万円以内
1.9％ 1.2％

（0.7％利子補助）

6年以内
（6か月を含む）

全額補助

 本リーフレット2頁「融資申込資格」にあてはまり、かつ以下の条件を全て満たしている方。
●従業員数が、次の①②のいずれかに該当すること。

①20人以下（卸・小売、飲食等の商業、サービス業は5人以下）の法人または個人
②20人以下の医業を主たる事業とする法人

●小口零細企業保証制度は、全国の保証協会の保証付き融資残高（新規申込額を含む。）が2,000万円以下であること。
　※小口零細企業保証制度：「責任共有制度」の対象外になる全国統一の保証制度で、融資額の100％を信用保証協会が保証します。
●保証付き融資残高が2,000万円を超え、小口零細企業保証制度がご利用いただけない場合は「小規模企業特別資金（小特）一般」を

利用することができます。ただし、小特（一般）は原則「責任共有制度」の対象となります。

設 備

小規模企業特別資金
（小特）小口零細企業保証制度

運 転

設 備

借 換 6年以内
（据置なし）

補助なし

 本リーフレット2頁「融資申込資格」にあてはまり、かつ以下の条件を全て満たしている方。
●小規模企業特別資金（小口）運転資金及び設備資金を借換対象融資とします。
●申し込みの際、追加で運転資金（上限500万円）を含めることができます。
●小口零細企業保証制度の申し込み条件を満たしていること。
●別の金融機関で借り換える場合、借換対象融資の金融機関の同意を得ていること。

【目的別資金】
融資資金名

資金
使途 融資金額 利率（年） 本人負担

（利子補助）
返済期間
（据置）

信用保証料
補助 申込資格とその他の条件

チャレンジサポート資金
令和６年度新設

運 転
設 備

4,000万円以内 2.1％

1年目
０％

２年目以降
０. ５％

（1.6%利子補助）

9年以内
（12か月を含む）

全額補助

 本リーフレット2頁「融資申込資格」にあてはまり、かつ以下の条件を全て満たしている方。（詳細はＨＰを参照）
●資金の目的が事業多角化・転業等の新規事業※の立ち上げに要する経費であること。
　※業種・原材料・生産加工技術・用途・販路・機能・製品・商品・サービスのいずれかが異なること。
●新規事業について、売上又は収益の持続的な増加・改善が見込まれる（事業開始３年目までに営業利益黒字が見込まれる）こと。
●事業多角化・転業等の新規事業を実施する場所が区内にあり、新規事業に原則未着手であること。
●事業計画の内容について、経済課所定の事業計画書を作成のうえ、江東区経営相談員の審査を完了していること。
●融資を受けた後、江東区経営相談員の経営指導を受けること。
◇江東区経営相談で計画書の審査を行います。融資をご希望の方は経営相談（9頁「経営相談のご利用について」参照）をご予約ください。

事 業 承 継 支 援 資 金
令和６年度新設

運 転
設 備

2,000万円以内 2.1％

1年目
０％

２年目以降
０. ３％

（1.8%利子補助）

9年以内
（12か月を含む）

全額補助

 本リーフレット2頁「融資申込資格」にあてはまり、かつ以下の条件を全て満たしている方。（詳細はＨＰを参照）
●５年以内に事業承継を予定しているまたは承継後５年を経過していない中小企業者であること。
●経済課所定の事業（承継）計画書を作成し、金融機関の支援及び江東区経営相談員の審査を完了していること。
●事業継承後も江東区内に事業所等が存在し、引き続き江東区内で事業実施を予定していること。
●親族内承継、従業員承継による事業承継であること。Ｍ＆Ａ（第三者承継）は原則対象外となります。

※事前相談が必要となります。相談の流れは 8頁「事業承継支援資金のご利用について」をご確認ください。
※資金使途として専門家活用費、株式取得費、土地購入費、借換等に利用する場合は原則対象外となります。
◇詳細は融資相談係にお問い合わせください。

環 境 保 全 対 策 資 金
設 備 2,000万円以内 2.1％

1.0％
（1.1％利子補助） 6年以内

（12か月を含む）
全額補助

 本リーフレット2頁「融資申込資格」にあてはまり、区内にある事業所において、資金の目的が以下のいずれかに該当する方。
①公害の発生防止 ②アスベスト飛散防止 ③自動車の低公害化（中古車を除く）④再生可能エネルギー等の利用
⑤雨水の利用 ⑥省エネルギーの推進 ⑦ISO14001・エコアクション21認証取得
①②は環境保全課、③〜⑥は温暖化対策課、⑦は経済課の認定が必要です。なお、認定に代えてあっせん制度利用申込みに係る事前審
査結果通知（⑦の場合は補助金決定通知書）等による申し込みができる場合もあります。詳しくは融資相談係までお問い合わせください。
●lSO14001・エコアクション21認証取得においては、運転資金も申し込むことができます。アスベスト飛散防止②

② 0.5％
（1.6％利子補助）

◆団体資金　上記のほかに中小企業等協同組合法、商店街振興組合法または中小企業団体の組織に関する法律に基づく組合向けに
　　　　　　団体資金というメニューも用意しています。詳細は融資相談係へお問い合せください。　　　　　
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※年度の途中で利率が変更になる場合があります。 令和６年４月現在の融資条件です。

【創業関連資金】
融資資金名

資金
使途 融資金額 利率（年） 本人負担

（利子補助）
返済期間
（据置）

信用保証料
補助 申込資格とその他の条件

創 業 支 援 資 金
令和６年度拡充

運 転
設 備

1,000万円以内

1,500万円以内
2.1％

０.3％
（1.8％利子補助）

6年以内
（12か月を含む）

全額補助

【創業前から創業後１年未満】～ 8頁「創業支援資金のご利用について」も必ずご確認ください。～
以下の条件を全て満たしている方。

●事業主ではない個人が、個人事業主または法人（本店は江東区）の形態で、①区内で創業すること。または②区内で創業し、創業後
１年未満であること。※区外で創業し、区内に移転した場合は対象外。

●自己資金の準備があり、自己資金が創業時に必要な資金の1/3以上を占めていること。
●創業計画の内容について、経済課所定の創業計画書を作成のうえ、江東区経営相談員の審査を完了していること。
●納期の到来している特別区民税・都民税等の住民税を完納し、前年分の所得税を完納していること。
●創業する業種が信用保証協会の保証対象業種であり、許認可の必要な業種については、原則として事前にその許認可を受けていること。
●融資を受けた後、江東区経営相談員の経営指導を受けること。
◇詳しい申込要件等については、融資相談係へお問い合わせください。

【創業後１年から創業後5年未満】～ 8頁「創業支援資金のご利用について」も必ずご確認ください。～
本リーフレット2頁「融資申込資格」にあてはまり、かつ以下の条件を全て満たしている方。

●事業主ではない個人が、個人事業主または法人の形態で創業し、創業後１年以上５年未満であること。
　※代表者が変更された場合は利用対象外。
●融資を受ける前に経営相談行い、江東区経営相談員の経営指導を受けること。

特 定 創 業 者 特 例

3年目まで
０％

4年目以降
0.3％

（1.8％利子補助）

上記「創業支援資金【創業前から創業後１年未満】」の条件にあてはまり、かつ以下の条件を満たしている方。
●区が定める「特定創業支援等事業」（詳細は8頁「特定創業支援等事業について」参照）を受け、「証明書」の発行を受けた方。

（経営相談５回以上かつ1か月以上の期間を要します。）
◇詳しい申込要件等については、融資相談係へお問い合わせください。

商店街空き店舗活用 0.2％
（1.9％利子補助）

上記「創業支援資金【創業前から創業後１年未満】」の条件にあてはまり、かつ以下の条件を満たしている方。
●商店街空き店舗活用支援補助金交付事業の対象となる商店街の空き店舗を当該商店会長の推薦等を得て、小売業、サービス業（洗濯業、

理容業、美容業、エステティック業、リラクゼーション業及びネイルサービス業に限る。）、飲食業で新規に出店する方。（風営法の適
用のある業種を除く。）◇詳しい申込要件等については、融資相談係へお問い合わせください。

【特別資金】
融資資金名

資金
使途 融資金額 利率（年） 本人負担

（利子補助）
返済期間
（据置）

信用保証料
補助 申込資格とその他の条件

原 油 価 格・ 物 価 高 騰
対 策 資 金

運 転 1,000万円以内

1.9％

1年目
０％

2年目以降
0.3％

（1.6％利子補助）

6年以内
（12か月を含む）

全額補助

本リーフレット2頁「融資申込資格」にあてはまり、かつ次の①、②いずれかを満たしている方。
①最近1か月の売上高または売上総利益が前年同月と比較して減少していること。
②最近１か月の売上高または売上総利益が、最近１か月から前年同月までの期間※のうち任意の連続する３か月間の売上高または売上総

利益の平均と比較して減少していること。
　※最近１か月が令和6年４月の場合、最近１か月（令和6年４月）〜前年同月（令和5年４月）の13か月間

コ ロ ナ 融 資 限 定
借 換 資 金

借 換 2,000万円以内

2年目まで
０％

3年目以降
0.3％

（1.6％利子補助）

9年以内
（24か月を含む）

借換対象融
資の返戻保
証料額を差
し引いた差
額分を補助

本リーフレット2頁「融資申込資格」にあてはまり、かつ以下の条件を全て満たしている方。
●江東区新型コロナウイルス感染症対策資金融資（コロナ融資）を借り受けていて、借換をしていないこと。
●申込時点でコロナ融資の利用が３回以内であること。
●次の①、②のいずれかに該当すること。

①セーフティネット４号または５号の認定を取得していること。
②最近1か月の売上高が前年等同月※と比較して５％以上減少していること。
　※コロナの影響を受ける直前同月（2019年2月まで遡って比較可能）

●追加資金を含めることはできません。申込時点の融資残高が融資申込額となります。（ご利用は1度限りです。）

【目的別資金】
融資資金名

資金
使途 融資金額 利率（年） 本人負担

（利子補助）
返済期間
（据置）

信用保証料
補助 申込資格とその他の条件

設 備 強 化 資 金 運 転
設 備

4,000万円以内 2.1％
1.0％

（1.1％利子補助） 9年以内
（12か月を含む）

全額補助

本リーフレット2頁「融資申込資格」にあてはまり、かつ次の①〜④のいずれかに該当する方。
①江東区の指定地域（詳しくは融資相談係へ）において、対象となる大型店と取扱商品・サービスが競合している小売業、飲食店、洗濯業、

理容業、美容業を営み、店舗を改築・改装する方。
②区の商店街活性化総合支援事業、またはこれに準ずる計画策定事業（商店街のリニューアル）を実施してから5年以内の商店街におい

て店舗を設けており、小売業、飲食店、洗濯業、理容業、美容業を営み、当該店舗を改築・改装する方。
③区内で事業用の施設（店舗、工場、作業所、事務所、倉庫に限る）を建替える方。（その他付属設備を含みます。）
④商店街空き店舗活用支援補助金交付事業の対象となる商店街の空き店舗を当該商店会長の推薦等を得て、小売業、サービス業（洗濯業、

理容業、美容業、エステティック業、リラクゼーション業及びネイルサービス業に限る。）、飲食業で新規出店する方。（風営法の適用
のある業種を除く）。

商店街空き店舗活用④
④ 0.5％

（1.6％利子補助）

●①〜④の各場合において、経済課での設備強化資金対象認定を受けてください。
●③の場合、融資申込者と建築主が同一であることが条件です。また付属設備のみの申し込み・施設や土地の購入は対象外とします。
●運転資金は、設備資金を併用する場合のみとし、その額は設備資金の1 ／ 2を限度とします。
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≪創業後１年～創業後5年未満≫の方の申込の流れ≪創業前～創業後１年未満≫の方の申込の流れ

創業支援資金のご利用について

特定創業支援等事業について

事業承継支援資金のご利用について

①創業支援資金利用に関する相談
●経営相談（創業に関する相談）を江東区ＨＰから予

約
●融資申込に必要な書類をご準備ください。

（10頁～ 11頁融資申込の際に必要な書類参照）
●融資申込に必要な書類を持参し、予約日時にご来

庁ください。なお、創業支援資金ヒアリングシー
トにご記入を済ませてください。

●ヒアリングシート・決算書等に基づき、経営相談
員が経営について助言・指導を実施します。

②経営相談終了後、創業支援資金の申込を行ってくだ
さい。

①創業計画書の作成に関する相談・審査
●経営相談（創業に関する相談）を江東区ＨＰから予

約
●創業計画書を持参し、予約日時にご来庁ください。
　※初回相談は予約日時の20分前にご来庁ください。
●経営相談員の指導・助言に基づき創業計画書を完

成させます。また、内容によっては計画書完成ま
でに複数回の相談が必要となる場合があります。

　※特定創業者特例を利用希望の場合は、経営相談
を５回以上かつ１か月以上の期間を要します。

②経営相談員の審査完了後、創業支援資金の申込を
行ってください。

江東区内で創業予定の方、又は創業後5年未満の方を対
象に、創業に求められる4つの要素「経営」「財務」「人材
育成」「販路開拓」について、それぞれ専門家による個別
講義または、セミナーによる集団講義を江東区では実施し
ております。これらの江東区で実施する創業支援事業の一
部は、産業競争力強化法に基づ＜「特定創業支援等事業」
として認定されています。

特定創業支援等事業の受講をした創業者に対して、江東
区が証明書を発行いたします。証明書を各機関に提出する
ことで、登録免許税の軽減等の優遇措置を受けることがで
きます。また、証明書が交付され、かつ、「創業支援資金
特定創業者特例」の条件を満たす場合、「創業支援資金」
の利子補助率が優遇されます。

特定創業支援等事業の受講の募集は江東区ＨＰから確認
ができます。詳細は江東区ＨＰをご確認ください。

江東区中小企業支援施策紹介
江東区では、中小企業融資以外にも補助金等の中小企業支援施策を展開しております。区内の中小企業や商店街への支援

施策を1冊にまとめた、中小企業支援施策ガイドを無料配布しています。事業者の皆様、ぜひ、お手元に1冊置いていただき、
積極的にご活用ください！本誌は下記の窓口・施設にて配布しています。

経済課産業振興係（区役所4階29番窓口）
江東区産業会館（東陽4-5-18）、各出張所

【江東区特定創業支援等事業】

個別講義
形式

江東区経済課での個別講義
（経営相談から予約）

東京商工会議所江東支部での個別講義

セミナー
形式

江東区創業塾

連携金融機関等による創業支援セミナー

①事前相談
●経営相談（事業承継に関する相談）を江東区ＨＰから予約ください。
●事前相談必要書類を持参し、予約日時にご来庁ください。

②金融機関への相談
●事業（承継）計画書を作成し、借入希望金融機関と相談してください。

③事業（承継）計画書策定相談・審査
●経営相談（事業承継に関する相談）を江東区ＨＰから予約ください。
●経営相談員の指導・助言に基づき事業（承継）計画書を完成させます。
※内容によっては完成までに複数回の相談が必要となる場合もあります。
●経営相談員の審査完了後、事前相談時にご案内した融資申込書類を添

えて、事業承継支援資金の申込を行ってください。

【事前相談必要書類】

法　人 登記簿謄本
（履歴事項全部証明書）

個　人 開・廃業届

共　通

確定申告書及び決算書
（直近３期分）
承継予定者の資料

（給与明細、住民票等）

事業承継支援資金を申込する際の流れ

経営相談のご利用について
江東区内中小企業者の方を対象に、経営相談員（中小企業診断

士）が、経営上のさまざまな課題について相談に応じます。また、
江東区の中小企業融資の相談にも応じています。

相談費用は無料です。お気軽にご相談ください。なお、融資
資金をお申込みする際に、経営相談を受ける事が条件となって
いる融資資金があるためご注意ください。

相談は事前予約が必要です。江東区ＨＰからご予約をお願い
します。

【経営相談が申込み時に必要な融資資金】
代表者本人による相談が必要

創業支援資金

チャレンジサポート資金

事業承継支援資金

相談場所 ： 江東区役所経営相談室（4 階 28 番 )
※オンライン（Zoom）での相談も可能です！

相談日時 ： 毎週月～金曜日（区役所開庁日のみ）
相談時間：50 分

小規模事業者経営改善資金（マル経融資）への利子補助
小規模事業者経営改善資金貸付制度（マル経融資）は、商工会議所の推薦に基づき、日本政策金融公庫が、無担保・無保

証人で、融資を行う国の制度です。
江東区の事業所限定で、マル経融資利用時の支払利子の30％を３年間区が補助いたします。
利用申込、制度詳細については、下記のお問い合わせ先にご連絡をお願いします。

【小規模事業者経営改善資金（マル経融資）に関するお問い合わせ先】

東京商工会議所江東支部 〒 135-0016　江東区東陽 4-5-18　江東区産業会館（2 階） ☎ 3699 − 6111

融資相談等窓口・関係官公署等一覧

東京信用保証協会  錦糸町支店 〒130−0013 墨田区錦糸1−2−1（アルカセントラルビル4階） ☎ 5608−2011

江東西税務署 〒135−8311 江東区猿江2−16−12 ☎ 3633−6211

江東東税務署 〒136−8505 江東区亀戸2−17−8 ☎ 3685−6311

江東都税事務所 〒136−8533 江東区大島3−1−3 ☎ 3637−7121

中央都税事務所 〒104−8558 中央区新富2−6−1 ☎ 3553−2151

東京法務局墨田出張所 〒130−0024 墨田区菊川1−17−13 ☎ 3631−1408

日本政策金融公庫　江東支店 〒130−0022 墨田区江東橋3−7−8（日本生命錦糸町ビル） ☎ 0570−031092

東京都中小企業振興公社 〒101−0025　千代田区神田佐久間町1−9（産業労働局秋葉原庁舎） ☎ 3251−7886

江東区ＨＰ（ホームページ）

江東区ＨＰ（ホームページ）

江東区ＨＰ（ホームページ）
江東区創業支援等事業・特定創業支援等事業について

経営相談予約

中小企業支援施策ガイド

98



融資申込の際に必要な書類　各融資資金共通

☑ 法人・個人共通
①江東区中小企業融資申込書 経済課で配布、区の HP よりダウンロード可。

※申込書に法人の登録印、個人の実印の押印が必要。
②提出書類チェックシート 経済課で配布、区の HP よりダウンロード可。

☑ 法　　　　　人
①最新の法人税確定申告書
　及び決算書

電子申告の場合、受信通知（メール詳細）を添付。電子申告以外は、
税務署受付印のあるもの。
勘定科目内訳明細のあるもの。

②法人税の納税証明書（その 1） 税務署で発行。　※ 課税額が0円の場合も必要。　※領収書は不可。

③法人都民税の納税証明書 都税事務所で発行。　※領収書は不可。
※徴収猶予を受けている方は、事前に融資相談係までご相談ください。

④商業登記簿謄本
　（履歴［現在］事項全部証明書） 法務局で発行。

☑ 法人成り後１年を経過しないが個人事業と通算すると 1年を経過する場合
①個人事業の廃業届出書 廃業日と法人設立日が同一であること。

②法人設立届出書 法人設立届出書の設立の形態が、「1 個人企業を法人組織とした法
人である場合」が選択されており、法人成りが確認できること。

☑ 個　　　　　人

①令和 5 年分の所得税確定申告書

電子申告の場合、受信通知（メール詳細）を添付。電子申告以外は、
税務署受付印または青色申告会受付印のあるもの。
※青色申告の場合は青色申告決算書、白色申告の場合は収支内訳書
を添付。

②令和 5 年分の所得税の納税証明書（その 1） 税務署で発行。
※課税額が 0 円の場合も必要。※領収書は不可。

③特別区民税・都民税の納税証明書または非課税
証明書

住民登録地の区役所または出張所で発行。
【住所が江東区外、主たる事業所が江東区の場合】
住民登録地の住民税の納税証明書または非課税証明書に加えて、江
東区の事業所課税（均等割）の納税証明書または非課税証明書が必
要です。
※徴収猶予を受けている方は、事前に融資相談係までご相談ください。

〔令和6年6月30日以前は令和5年度分を、令和6年7月1日以降は令和6年度分で納期（下表参照）の到来分の納税が
確認できる納税証明書〕

特別区民税・都民税の納期（令和6年度分）※納期限が土曜・日曜・休日の場合は翌金融機関営業日
第１期 6 月末日 第 2 期 8 月末日 第 3 期 10 月末日 第 4 期 1 月末日

☑ 郵送申込の場合及び紹介書を郵送で返送希望の場合
①返信用のレターパック 郵送でのお申込みの場合等は、返信用のレターパックを同封ください。

融資申込の際に必要な書類　各融資資金個別必要書類

☑ 設備資金（各融資資金の資金使途設備）を申し込む場合
①見積書
　( 借受者の会社名、氏名が明記されているもの )

見積業者の記名押印のあるものまたは仮契約書などの書類が必要。
パンフレット・商品カタログ等の資料は見積書として認められません。
申込金額は、見積書合計金額の範囲内（代金支払済のものは融資対象外）

☑ 原油価格・物価高騰対策資金を申し込む場合
①江東区「原油価格・物価高騰対策資金」
　売上高・売上総利益 減少申告書 経済課で配布、区のHPよりダウンロード可。

②「売上高・売上総利益減少申告書」に記載した
売上高または売上総利益が確認できる資料（売
上等確認資料）

【売上等確認資料の例】試算表、売上台帳、損益計算書等
※売上総利益で申告する場合は、売上高、売上原価、売上総利益が
明記されているもの（損益計算書等）が必要です。
※確認資料の金額部分にマーカーを引くかまたは付箋を添付してく
ださい。

融資申込の際に必要な書類　各融資資金個別必要書類
☑ 借換資金、小規模企業特別資金（小口）借換資金またはコロナ融資限定借換資金を申し込む場合

①江東区中小企業融資借換依頼書 借換資金または小規模企業特別資金（小口）借換資金を申し込む場合

②江東区コロナ融資限定借換資金依頼書
コロナ融資限定借換資金を申し込む場合は、依頼書の他に、セーフ
ティーネット認定申請書または、売上高減少申告書が必要になりま
す。詳細は経済課融資相談係までお問い合わせください。

③東京信用保証協会所定の借換同意書 異なる金融機関で借り換える場合のみ提出

☑ 創業支援資金（創業後１年以上５年未満）を申し込む場合
①創業支援資金ヒアリングシート 経済課で配布、区の HP よりダウンロード可。

②創業時に事業を営んでいない個人であることが
確認できる資料

開業届出書、源泉徴収票、所得税の確定申告書等の創業時に事業を
営んでいないことが分かる資料をご提出ください。なお、書類の詳
細は、創業支援資金ヒアリングシートの裏面を確認ください。
例）令和 4 年１月１日創業した場合で令和 3 年中は会社員で給与
収入がある場合、令和 3 年分の源泉徴収票を提出。

③直近の売上が分かる資料 決算書、損益計算書等

☑ 創業支援資金（創業前～創業後１年未満）、事業承継支援資金を申し込む場合
初回の相談時に今後必要な書類をご案内いたします。

☑ チャレンジサポート資金を申し込む場合

①事業計画書（チャレンジサポート資金様式）
経済課で配布、区のＨＰよりダウンロード可。江東区経済課所定の
事業計画書（チャレンジサポート資金様式）を作成し、江東区経営
相談員の審査を完了している必要があります。

☑ ◎特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）が申し込む場合
①事業報告書　　②計算書類（活動計算書及び貸借対照表）及び財産目録　　③年間役員名簿
④社員のうち１０人以上の氏名及び住所を記載した書面

よくあるご質問

Q 紹介書の交付を受けましたが、都合により融資を申し込まなかった場合は、どうすればよいでしょうか。
A 申請の取り下げをしますので、紹介書一式（①融資申込書（金融機関控、本人控）、②融資申込者紹介書、

③融資結果報告書、④融資補助金委任状（区提出用、金融機関保管用）の４種類）を区にお返しください。
その際、融資相談係まで必ずご連絡ください。金融機関へ提出済みの場合は、金融機関より報告をいただく
ため、事業者の方の手続きは不要です。

Q 他区市町村から江東区へ主たる事業所（本店登記地）を移転しました。江東区に移転してから１年経ってい
ませんが、あっせんの対象になりますか。

A あっせんの対象になりません。移転から１年経過かつ納期の到来している税を完納していること等が、あっ
せんの対象となります。詳細は、2頁「融資申込の条件について」をご確認ください。

Q 本店登記地を江東区にして法人成りをしました。法人成りから１年経っていませんが、あっせんの対象にな
りますか。

A 個人事業主の開業から通算して１年以上区内で事業を行っている場合は、あっせんの対象になります。融資
申込の際に必要な書類は10頁「法人成り後１年を経過しないが個人事業と通算すると1年を経過する場合」
をご確認ください。

Q 個人事業主から法人成りしました。創業支援資金の対象になりますか？
A 個人事業主として開業してから通算５年未満である場合対象となります。
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